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名古屋都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）尾張東部衛生組合ごみ処理

施設整備事業に係る都市計画の構想段階評価書についての意見書の意見の概要

及び都市計画決定権者の見解

都市計画の構想段階評価書についての縦覧状況及び意見書の提出状況

(1)縦覧状況

・縦 覧 期 間：令和 7 年 11 月 26 日（水）～12 月 25 日（木）

・意見書提出期限：令和 7 年 12 月 25 日（木）

表 １ 都市計画の構想段階評価書についての縦覧状況

(2)意見書の提出状況

都市計画の構想段階評価書を上記の期間において縦覧し、意見書提出期限までに提出され

た環境の保全の見地からの意見書は計 1 通（35 件）であり、その意見書に記載された意見の

分類は、表 ２に示すとおりである。

表 ２ 都市計画の構想段階評価書についての意見書の意見の分類

縦覧場所 閲覧者数

－ 尾張東部衛生組合 3

尾張旭市 尾張旭市市民生活部環境課 0

瀬戸市 瀬戸市市民生活部環境課 0

長久手市 長久手市くらし文化部環境課 1

名古屋市

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 1

名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 1

名古屋市守山区役所 0

名古屋市守山区役所志段味支所 0

名古屋市名東区役所 0

合 計 6

分 類 意見数

第１章 都市計画決定権者の名称 0

第２章 都市施設の目的及び内容 15

第３章 都市施設の区域及びその周囲の概況 2

第４章 都市計画における評価項目及び評価の手法 2

第５章 評価の結果 14

第６章 総合評価 1

第７章 構想段階評価書に関する業務を委託した事業者の名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
0

その他の事項 1

合 計 35
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都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び見解

都市計画の構想段階評価書についての環境の保全の見地からの意見の概要及び都市計画決

定権者の見解は、表 ３(1)～(15)に示すとおりである。

表 ３(1) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

その他の事項

１ ＊「はじめに」で、本書の根拠が異なることを説明

している（配慮書は県環境影響評価条例に基づき、

都市計画の構想段階評価書（以下都計構想と略す）

は「都市計画運用指針」に基づく）が、1 章（都市

計画決定権者の名称）、2 章（事業の目的及び内

容）、3 章（事業実施区域及びその周囲の概況）

は、同じものであるため、意見は重複するが、都計

構想として、明確な見解を示してください。

構想段階評価書の第 1 章から第 3

章は、対象となる都市施設に関す

る基本的事項を明記しています。

そのうえで、以下のとおり見解を

お示しいたします。

第２章 都市施設の目的及び内容

２ ＊晴丘センターの環境負荷の実績を示すべき(都計

構想 p3,配慮書 p2-1)

理由：「尾張東部衛生組合（以下「本組合」とい

う。）では、組合が管理・運営する一般廃棄物処理

施設（晴丘センター）において瀬戸市、尾張旭市及

び長久手市（以下「組合市」という。）で発生する

ごみの処理を行っている。」p3 とありますが、その

環境負荷の実績を配慮書へ追加記載してください。

廃棄物処理法に基づき、維持管理計画と実績をイン

ターネットで公表することが義務付けされているた

め、可能なはずです。晴丘センター排ガス測定結果

（令和 7 年度）は、次表のように自主規制値を 十

分クリアしています。

現施設の令和 6 年度の排ガス測定

結果を、「第 3 章 3.2.9.3 維持管

理の状況」に記載しています。測定

結果は、現施設の施設基準値を下回

っています。

３ ＊晴丘センターの焼却処理実績を示すべき（都計構

想 p4、配慮書 p2-2)

理由：尾張東部衛生組合の既存のごみ焼却施設

300t/日がどう利用されているかを理解するため

に、廃棄物処理法に基づき、焼却炉の維持管理計画

と実績をインターネットで公表することが義務付け

されているため、可燃ごみ焼却量の実績を配慮書へ

追加記載してください。

尾張東部衛生組合晴丘センターのホームペ―ジ

（データ集の廃棄物処理施設の維持管理情報）に

は、2025 年 10 月の平均は 218.16t/日、9 月は

144.12t/日、8 月は 160.31t/日、7 月は 174.04t/

日、6 月は 202.62t/日、5 月は 187.62t/日、4 月は

154.38t/日とあり、既存のごみ焼却施設の 300t/日

がそもそも過大と言わざるをえません。ほとんどが

2 炉の交互運転で済んでいます。

「第 2 章 2.3.2.2 処理能力の算

定」表 2.3.3 可燃ごみ処理施設の処

理量等の実績及び見込みに令和 4 年

度実績を記載しています。また、計

画施設の処理能力は、「循環型社会形

成推進交付金等に係る施設の整備規

模について（通知）」（環循適発第

24032920 号）に示される算定式にお

いて算定しており、焼却炉の補修・

点検等による停止日数や、地震や水

害等に伴い発生する災害廃棄物処理

分も考慮し、新可燃ごみ処理施設の

施設規模を 205ｔ/日で設定しており

ます。

今後もごみの減量状況等を見据え

ながら必要に応じて計画目標年次の

ごみ量推計の見直しを行い、受注者
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表 ３(2) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

３ （続き） （続き）選定時までに施設規模を決定

する予定です。

４ ＊今までの意見聴取結果を示すこと（配慮書 p2-

3、都計構想 p5）

理由：「各段階において検討委員会で適地選定の方

法・結果について意見聴取を行い、その妥当性につ

いて確認した。」p5 とありますが、この配慮書で候

補地選定経緯を避けるなら、せめて、その意見聴取

の結果を示してください。

2024 年 2 月 29 日のパブコメは 3 名 17 件の意見

があったとありますが、「最優秀候補地選定につい

て」は「最優秀候補地として現行の場所を選定して

いるが、良い判断になったと思う。 理由は、周辺

とのトラブルもなく、3 市のほぼ中央であるた

め。 」と、賛成意見だけですが、これ以外の反対

意見はなかったのですか。

尾張北部環境組合の準備書（2020 年）で「方法

書への意見「“同意を得たのは、江南市の３地区で

あり、扶桑町の３地区については、すべての地区で

同意が得られていない状況でしたが、…総合的に勘

案し、概ね地元の合意形成は得られたものと判断し

ました。”p221 とある。やはり扶桑町の３地区では

同意が得られていなかったため、扶桑町地区での事

業講演会を 2014 年 10 月 26 日、2015 年 2 月 21 日 2

回開催し、アンケート結果では「般若の候補地に選

定された理由に人家が少ないことがある。本当に安

全なら、それは選定事由に入れてはならない。そう

したことが不信につながる。」という意見まで残っ

ている（江南市 WEB 建設地決定までの取り組み）。

これを合意形成が得られたと判断しただけであり、

将来的に問題を残している。」ということを繰り返

さないようにしてください。

意見聴取結果については、個別具

体の意見を列挙するのではなく、共

通する課題や検討上の視点として整

理し、ごみ処理施設整備基本構想の

中で最優秀候補地を決定していま

す。その方法等については、「第 2 章

2.1.4 建設予定地の選定経緯」の図

2.1.2 候補地選定のフロー及び表

2.1.2(1)比較項目と評価基準に記載

のとおりです。

本構想段階評価書は、都市計画の

構想段階手続きとして、都市施設に

ついての概略の案に対して、評価項

目を設定し、その評価結果をとりま

とめた図書であることから、意見の

詳細な内容は記載せず、整理した配

慮事項を中心にお示ししています。

なお、候補地選定を行った「ごみ

処理施設整備基本構想（案）」に対す

るパブリックコメントの結果につい

ては、3 名 17 件の意見があり、候補

地については賛成意見 1 件であり反

対意見等はございませんでした。

意見及び意見に対する回答は組合

ホームページにおいて公表していま

す。

５ ＊候補地の選定をこの都市計画構想段階で行なうべ

きであった（都計構想 p5、配慮書 p2-3)

理由：「その後、「ごみ処理施設整備基本構想」に

おける結果を踏まえて更なる検討や関係者との協議

を行い、建設予定地の範囲を決定した。」p5 とあり

ますが、愛知県環境影響評価条例第 4 条の 2 では

「配慮書対象事業に係る計画の立案の段階におい

て、当該配慮書対象事業が実施されるべき区域その

他の環境影響評価指針で定める事項を決定するに当

たっては（略）検討を行わなければならない。」と

あり、順序が異なります。

また、都市計画運用指針 11 版では「ごみ焼却場、

産業廃棄物処理施設等については、地域の環境に大

きな影響を与える施設であるが（略）今後、特に公

益性の高い施設は、（略）関係者間の合意形成を図

るため、積極的に都市計画決定することが望まし

い。どの地点を候補地にするかは、それこそ地元に

多大な影響を及ぼすことが懸念されるため、秘密裏

に行なう事は許されません。」とある。

配慮書や構想段階評価書におい

て、位置の複数案の設定が重要であ

ると理解しておりますが、ごみ処理

施設という性質上、建設候補地の選

定は地元の理解が非常に重要であ

り、選定段階で複数の候補地を公表

することは、それぞれの地元に多大

な影響を及ぼすことが懸念されるた

め、候補地決定後に配慮書及び構想

段階評価書の手続きを実施すること

とといたしました。

本事業では、施設更新に当たっ

て、関係者間の合意形成を図るた

め、都市施設として都市計画決定手

続きを進めています。また、愛知県

条例の計画段階環境配慮書と併せ

て、都市計画の構想段階手続きとし

て、本構想段階評価書を作成してい

ます。
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表 ３(3) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

５ （続き）さらに、都市計画運用指針 13 版では「都

市計画においても、より早期の段階から検討内容を

開示し市民参画を進める取組を講じるなど、手続の

客観性、透明性を高め、段階的に市民の合意を得な

がら計画の熟度を高めていく取組の必要性が高まっ

てきている（略）また、平成 25 年度より改正環境

影響評価法の施行に伴い、（略）計画の立案段階

（以下「構想段階」という。）における環境の保全

の見地からの手続として配慮書手続が導入されるこ

ととなり（略）、早期の段階から検討内容等を開示

し、市民参画を進めていくことが必要な都市施設等

の都市計画について、都市施設等の概ねの位置や規

模など概略の案を総合的に評価し、その結果を基に

住民意見を聴取、反映しつつ計画の熟度を高めてい

くプロセスとして、以下に記載する各事項に基づく

手続（以下「都市計画の構想段階手続」という。）

を講じることが求められる。」としている。このた

め、関係者間の合意形成を図るために、どれだけの

努力をしたかを追記してください。

（続き）

６ ＊今回晴丘センターを選定した評価結果を示すべき

（配慮書 p2-3)

理由：「評価基準を定めて比較評価を行い、得点が

最も高かった現有施設の敷地を最優秀候補地として

絞り込んだ。」とありますが、以下の部分で「比較

項目と評価基準」（配慮書 p2-5,2-6)はありますが、

その評価結果ぐらいは示してください。

◎〇△はそれぞれ何点で、結果的にどこが選定され

たのかがわかるようにしてください。少なくとも

「尾張東部組合ごみ処理施設整備基本構想」の表 7

－8 比較評価表 p150 ぐらいは追加してください。

いただいた御指摘を踏まえ、方法

書以降で評価結果の掲載について改

めて検討します。
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表 ３(4) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

７ ＊今までの意見聴取結果を示すこと（都計構想 p5、

配慮書 p2-3）

理由：「各段階において検討委員会で適地選定の方

法・結果について意見聴取を行い、その妥当性につ

いて確認した。」p5 とありますが、この配慮書で候

補地選定経緯を避けるなら、せめて、その意見聴取

の結果を示してください。

2024 年 2 月 29 日のパブコメは 3 名 17 件の意見が

あったとありますが、「最優秀候補地選定につい

て」は「最優秀候補地として現行の場所を選定して

いるが、良い判断になったと思う。 理由は、周辺

とのトラブルもなく、3 市のほぼ中央であるた

め。 」と、賛成意見だけですが、これ以外の反対

意見はなかったのですか。

尾張北部環境組合の準備書〈2020 年）で「方法書

への意見「“同意を得たのは、江南市の３地区であ

り、扶桑町の３地区については、すべての地区で同

意が得られていない状況でしたが、…総合的に勘案

し、概ね地元の合意形成は得られたものと判断しま

した。”p221 とある。やはり扶桑町の３地区では同

意が得られていなかったため、扶桑町地区での事業

講演会を 2014 年 10 月 26 日、2015 年 2 月 21 日 2 回

開催し、アンケート結果では「般若の候補地に選定

された理由に人家が少ないことがある。本当に安全

なら、それは選定事由に入れてはならない。そうし

たことが不信につながる。」という意見まで残って

いる（江南市 WEB 建設地決定までの取り組み）。こ

れを合意形成が得られたと判断しただけであり、将

来的に問題を残している。」ということを繰り返さ

ないように。

意見番号 4 で回答したとおりで

す。

８ ＊事業実施想定区域の位置はどうなっているのか

（都計構想 p11、配慮書 p2-9)

理由：位置：愛知県尾張旭市晴丘町東地内（図 2.3.1

及び図 2.3.2 参照）、面積：約 2.1ha となっており,

既存施設の設備配置 p11 となっているが、ごみ処理

施設整備基本構想〈2024 年 3 月尾張東部衛生組合）

では、住所：尾張旭市晴丘町東 33-1 他 面積：約

24,000 ㎡として、同じ位置を示しているはずなの

に、面積（2.1ha ←→2.4ha)も形状（H 工業のくぼみ

の有無）も異なる。その理由を示してください。

「ごみ処理施設整備基本構想」に

おいては、約 24,000m2 の範囲を候補

地として選定しましたが、関係者と

の協議を経て、構想段階評価書に記

載の形状・範囲が事業実施想定区域

となっています。
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表 ３(5) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

９ ＊令和 15～22 年度の処理量予測を示すべき（都計

構想 p12,配慮書 p2-10）

理由：「施設規模について（略）稼働開始年度から 7

年以内で処理量が最大となる令和 17 年度とした」

p12 とありますが、実績は令和 4 年度、将来は令和

5 年度から令和 15 年度までしかありません（都計構

想 p13）。令和 15～22 年度の処理量予測を示してく

ださい。令和 17 年度の処理量はどれだけなのです

か。

しかも令和 5 年度から令和 15 年度までは順次、

ごみ処理量は減少してきています。稼働目標年度の

令和 15 年度から 7 年の令和 22 年度までで、処理量

が最大となる令和 17 年度というのは常識的ではあ

りません。もし理由があれば示してください。

「第 2 章 2.3.2.2 処理能力の

算定」(2)施設規模に記載のとお

り、「一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画」のごみ量の推計は令和 15 年

度までであることから、令和 17 年

度のごみ量は令和 15 年度のごみ量

が一定に推移するものと仮定し、

67,474t/日と設定しています。

現在検討を進めているごみ処理施

設整備基本計画の検討の中で、スケ

ジュールについて見直しを行い、稼

働開始が令和 17 年度となる見込み

です。表 2.3.3 可燃ごみ処理施設の

処理量等の実績及び見込みのとお

り、ごみの排出量は年々減少してい

くことから年間計画処理量が施設稼

働開始後に最大となる令和 17 年度

を設定しています。

今後もごみの減量状況等を見据え

ながら必要に応じてごみ量推計の見

直しを行い、受注者選定時までに施

設規模を決定する予定です。

10 ＊人口推計は正しいのか（都計構想 p12、配慮書

p2-11）

理由：「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（令和 6

年 3 月 尾張東部衛生組合）では、ごみ排出量の実

績及び見込みとして、実績は令和 4 年度、将来は令

和 5 年度から令和 15 年度まで示してありますが、

その基本となる将来人口の根拠が各市バラバラで

す。

一般的に将来人口の予測は国立社会保障・人口問

題研究所は「日本の地域別将来推計人口（平成 30

（2018）年推計）」で行ない、愛知県もそれに従っ

ていますが、2035 年度は 145,229 人であり、計画の

266,469 人はあまりにも過大と思われます。ごみ発

生量の基本となる人口ですから、再検討が必要で

す。

組合のごみ処理基本計画における

将来人口の推計値につきましては、

組合市ごみ処理基本計画の将来人口

の推計値を踏まえ設定しておりま

す。

また、お示しいただいた国立社会

保障・人口問題研究所「日本の地域

別将来推計人口」の最新データ（令

和 5（2023）年推計）を確認したと

ころ 2035 年度の組合市計は 261,356

人であり、御指摘のような大きな乖

離はないと考えます。

なお、将来人口の不確実性につい

ては、認識しており、今後の人口動

態やごみ発生量の変化を継続的に把

握し、必要に応じて見直し等を行う

ことで、過大な環境負荷が生じない

よう配慮します。
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表 ３(6) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

11 ＊処理能力は過大投資ではないのですか。（都計構

想 p12、配慮書 p2-12)

理由：一般廃棄物処理基本計画（令和 6 年 3 月 尾

張東部衛生組合）では可燃ごみ処理量は令和 15 年

度の 53,783t/年としていますが、令和 5 年度が最

高で、その後順に減少してきていますが、これは過

大投資となり、市民の金銭的負担が多くなるのでは

ないのですか。余裕を持つのは大事ですが、実績が

能力の半分程度では過大と言えます。

豊橋田原ごみ処理施設は旧施設のアセスメントを

2015 年から始め、焼却能力 610t/日に対し処理実績

が 520t/日（2016 年度）であったため、配慮書

（2015 年）・方法書(2017 年)では 520t/日、準備書

〈2019 年）では 450t/日に縮小し、準備書見直し

（2019 年）では 417t/日と再度の縮小しています。

こうしたことのないよう、尾張東部衛生組合も、当

初から将来人口予測はしっかり検討してください。

計画施設の処理能力は、「循環型社

会形成推進交付金等に係る施設の整

備規模について（通知）」（環循適発

第 24032920 号）に示される算定式に

基づき、焼却炉の補修・点検等によ

る停止日数や、地震や水害等に伴い

発生する災害廃棄物処理分も考慮し

て算定を行っており、過大投資とな

らないように進めてまいります。

構想段階評価書手続きは計画の早

期段階から行うものであるため、一

部の計画内容については、今後さら

に精度・熟度を向上させていく段階

にあります。将来人口の不確実性に

ついては、認識しており、今後の人

口動態やごみ発生量の変化を継続的

に把握し、必要に応じて見直し等を

行うことで、過大な環境負荷が生じ

ないよう配慮していく考えです。

12 ＊公害防止の基本的な考え方を示すべき（都計構想

p17、配慮書 p2-15）

理由：「計画施設の排出基準（自主規制値）につい

ては、規制基準を遵守し、かつ既存施設の自主規制

値を満たす基準値を今後検討する計画である。」p17

では、基本的な考え方とはいえません。

既存施設の自主規制値は既に存在し、その実績も

あるのだから、表に新設施設の具体的な自主規制値

を示すことはできるはずです。それぐらいはこの基

本的な考え方で示してください。

法規制値や既存の自主規制値を踏

まえ、今年度策定する「ごみ処理施

設整備基本計画」において検討を行

っています。

方法書において、計画施設の自主

規制値をお示しする計画としていま

す。

13 ＊大気汚染対策を具体的な排ガス処理方法を今後、

検討？（都計構想 p17、配慮書 p2-15）

理由：一般的な大気汚染対策として、NOx、ダイオ

キシン類は燃焼管理による排出抑制、その他の物

質、ダイオキシン類の除去に、ろ過式集じん器と薬

剤噴霧の併用が行なわれている。「本施設について

もこれらの対策を基本とし、具体的な排ガス処理方

法を今後、検討していく計画としている。」p17

と、大気汚染対策は未だ決定していません。このよ

うな状態で配慮書手続き、都計構想手続きを行なう

べきではありません。

構想段階評価書手続きは計画の早

期段階から行うものであるため、一

部の計画内容については、今後さら

に精度・熟度を向上させていく段階

にあります。

排ガスは、規制基準を遵守し、か

つ既存施設の自主規制値を満たす基

準値を検討することとしています。

それを達成する具体的な排ガス処理

方法については、今年度策定する

「ごみ処理施設整備基本計画」にお

いて技術面や経済性も含め検討を行

い、今後決定します。
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表 ３(7) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

14 ＊放流先の明記を（都計構想p17、配慮書p2-15）

理由：水質汚濁対策として「プラント排水につい

ては、排水処理を行ったのち場内で再利用し、残

りは規制値以下とし公共用水域に放流、生活排水

については合併処理浄化槽で処理を行ったのちに

公共用水域に放流する計画である。雨水は、調整

池に一旦貯留したのちに放流する計画である。」

p17とありますが、その放流先を明記してくださ

い。

また、自主基準値に水質汚濁対策の内容を追加

してください。「規制値以下として公共用水域に

放流」だけではわかりません。

水質の規制値等について、方法書に

おいて追加します。

放流先は、現施設と同様に矢田川を

計画しており、その旨を明記します。

15 ＊可能な限り低公害型建設機械使用？（都計構想

p18、配慮書p2-16）

建設機械は、可能な限り排出ガス対策型及び低

騒音型の建設機械を使用する。」p18とあります

が、「可能な限り」と限定する必要はありませ

ん。発注条件で「低公害型建設機械の使用」とす

ればいいのです。

排出ガス対策型や低騒音型の建設機

械は数多くありますが、特に低振動型

について、使用するすべての種類の建

設機械にはないため、このような記載

としております。排出ガス対策型建設

機械、低騒音・低振動型建設機械及び

低炭素型建設機械については、積極的

な使用に努めてまいります。

なお、発注条件への記載方法につい

ては、今後検討してまいります。

16 ＊ごみ処理施設整備基本構想と異なるのに、位置

の検討はしないのか（都計構想p21、配慮書p2-

19）

理由：「ごみ処理施設整備基本構想」において候

補地選定が行われているため、愛知県尾張旭市晴

丘町東地内の1 案とする。対象事業実施想定区域

については、既存施設用地及び隣接地の約2.1ha

の1 案とする。」p21とありますが、ごみ処理施設

整備基本構想では、尾張旭市晴丘町東33-1他と住

所が明確に示してあるのに、なぜ、晴丘町東地内

とぼかすのですか、同様に、面積は約24,000㎡で

あるに「既存施設用地及び隣接地の約2.1ha 」と

して減少しているのはなぜですか。

また、A案の「新設工場棟」の部分には、既設の

「東部衛生組合晴丘センターの管理棟」p2-9があ

るはずですが、それを東側に移設せざるを得ない

のに、「新設工場棟」はなぜ白紙になっているの

ですか。

B案では計量棟が一つでいいのですか。鉄塔の移

設、新設がA案はなぜ必要で、B案は不要なのです

か。事業コストの適正の評価に必要なはずです。

所在地の記載や敷地形状は異なりま

すが、事業実施想定区域の位置として

は基本構想と同様であることから、位

置の検討は複数案として設定していま

せん。

対象事業実施想定区域の所在地につ

いては、愛知県の環境影響評価の他事

例での記載も踏まえ、「晴丘町東地

内」としています。

面積については、「ごみ処理施設整

備基本構想」において約 24,000m2 の

範囲を候補地として選定しましたが、

関係者との協議において構想段階評価

書に記載の形状・範囲が事業実施想定

区域となっています。

既存の管理棟については、現時点で

は両案とも解体する計画です。

計量棟については、現時点で想定さ

れる配置・棟数として複数案を設定し

ていますが、詳細は車両動線等も踏ま

え今後検討してまいります。

鉄塔の移設については、対象事業実

施想定区域の上空を特別高圧線が通っ

ており、A 案の配置とする場合には離

隔距離を確保するために移設を想定し

ています。
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表 ３(8) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

第３章 配慮書対象事業実施想定区域及びその周囲の概況

17 ＊哺乳類（重要種）の例示根拠は？（都計構想

p79、配慮書p3-55)

理由：哺乳類（重要種）p3-55は、6目12科21種

ですが、例示したのは、ヒミズやノウサギ、ハタ

ネズなどとありますが、21種のうちこの3種を例

示した意味はあるのですか。重要なものとか、よ

く見つけるものとかの判断があるのですか。逆に

鳥類（重要種）p80は17目41種128種だけ、昆虫類

（重要種）p84は13目97科258種だけ、植物（重要

種）は119科506種p93だけなど、例示はないのは

意味があるのですか。

以下、爬虫類（重要種）p3-58は、2目5科10種

ですが、例示したのは、ニホンイシガメ、ヤマカ

ガシ、ニホンマムシ等とありますが、10種のう

ち、この3種を例示した意味、両生類（重要種）

p3-58は、2目6科16種ですが、例示したのは、ア

カハライモリ、ナゴヤダルマガエル、カスミサン

ショウウオ、トウキョウサンショウウオ、ハコネ

サンショウウオ等とありますが、16種のうち、こ

の5種を例示した意味、魚類（重要種）p3-59は、

7目18科60種ですが、例示したのは、ニホンウナ

ギ、ウツセミカジカ、カマキリ、タナゴ、イタセ

ンパラ、ドジョウ、ナマズ等とありますが、60種

のうち、この7種を例示した意味はあるのです

か。よく見つかる種を選んだのですか、とすれば

その根拠は何ですか。

重要種の例示に当たっては、以下の

考え方に基づき整理を行いました。

・哺乳類：環境省レッドリストには選

定されていないものの、愛知県や名

古屋市で選定されている種としまし

た。特に名古屋市での重要度が高

く、事業実施想定区域周辺に見られ

る河川草地や畑地等に生息の可能性

がある種を抽出しています。

・鳥類・昆虫類・植物：既存文献によ

る確認種数が多いため、個別の種名

の例示はせず、生息・生育環境との

関連性について記載しました。

・爬虫類・両生類・魚類：主要な生息

環境ごとに数種ずつ例示していま

す。

例示する種についての規定等はな

く、また現地調査も未実施であるた

め、既存文献から地域特性や代表性を

勘案して任意に選定し記載していま

す。

18 ＊周囲に保育施設等が多いので、十分な配慮を

（都計構想 p131、配慮書 p3-107)

理由：現地調査で、「配慮が特に必要な施設とし

ては、南西側約 320m に位置する福祉施設である

「尾張旭ケアセンターそよ風」があげられる。」

p131、東側約 380m の福祉施設「うららか」をは

じめ、福祉施設が 111 施設 p134～-136、保育施設

が 90 施設 p137～139 もあり、環境保全上十分な

配慮が必要です。大気については、排出濃度を規

制値はもちろん、それをさらに削減することが必

要です。

住居系の土地利用が近接している地

域であり、配慮が必要な施設も多くあ

ることを認識し、環境影響評価や都市

計画手続き及び施設整備を行ってまい

ります。

なお、煙突排ガスについては、法規

制値や既存の自主規制値を踏まえ、今

年度策定する「ごみ処理施設整備基本

計画」において検討を行っています。

方法書において、計画施設の自主規制

値をお示しする予定です。

第４章 都市計画における評価項目及び評価の手法

19 ＊都市計画マスタープランを策定するまで待つべ

き（都計構想 p197)

理由：「「尾張旭市都市計画マスタープラン」

（平成 23 年 3 月）においては、ごみ処理場の整

備の方針に関して、位置付けの記載はない。な

お、現在、新たな都市計画マスタープラン（令和

8～17 年度）の策定を進めており、このなかで計

画施設について位置付ける計画としている。」と

ありますが、現在のマスタープランではごみ処理

場の整備の位置付けの記載はないということは、

よくわかりますが、現在策定中のマスタープラン

は「位置付ける計画」という曖昧なものです。こ

んな段階で都市計画構想段階の評価対象とするの

ではなく、マスタープランを策定するまで待つべ

御指摘のとおり、「第三次尾張旭市

都市計画マスタープラン」については

平行して策定を進めており、ごみ処理

施設の更新を位置づけた上で、素案の

パブリックコメントを行っています。

今後作成する都市計画の概略の案に

おいて、「第三次尾張旭市都市計画マ

スタープラン」の内容についても整理

いたします。
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表 ３(9) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

19 （続き）きです。

それができなければ、「位置付ける計画」の具体

的内容を少なくとも、次の 2 点を追記してくださ

い。①第 3 次尾張旭市都市計画マスタープラン（素

案）のパブリックコメントの実施を「令和 7 年 12 月 8

日（月曜日）から令和 8 年 1 月 6 日（火曜日）まで」行

なうこととしていること。

②尾張旭市都市計画マスタープラン策定検討会議録

〈2025 年 8 月 26 日）の資料 1 第 3 次尾張旭市都市

計画マスタープラン（素案）で「方針３ 快適で衛生的な

暮らしを支える都市インフラ施設を整える」の主な取組

で、①ごみ処理施設の整備「・尾張東部衛生組合と連

携し、晴丘センターの施設更新を計画的に進め、効率

的かつ持続可能なごみ処理体制を構築します。」p47と

記載してあること。

（続き）

20 ＊位置選定に住民合意を得る努力はされたのか

（都計構想 p197)

理由：「事業の位置については（略）「ごみ処理

施設整備基本構想」において候補地が決定してお

り、公表も行われている。なお、決定した候補地

は既存施設の敷地を含むが、ごみ処理場として都

市計画決定はされていない。」p197 とあります

が、都市計画決定もせず、ただ、ごみ処理施設整

備基本構想で候補地が決定しているというだけ

で、位置選定に、どれだけ住民合意を得る努力が

され、どんな意見があったのかを、せめてごみ処

理施設整備基本構想の段階での手続きを明記して

ください。

最優秀候補地選定を行った「ごみ処

理施設整備基本構想（案）」に対する

パブリックコメントの結果について

は、3 名 17 件の意見があり、最優秀

候補地については賛成意見 1 件のみと

なっていました。意見及び意見に対す

る回答は組合ホームページにおいて公

表しています。

なお、環境影響評価手続きと併せて

今後、都市施設として都市計画決定手

続きを進める予定であり、その構想段

階手続きとして構想段階評価書を作成

しています。今後の都市計画決定手続

きについては、説明会を開催し住民合

意を図る予定です。

第５章 評価の結果

21 ＊周辺の居住環境や都市活動への影響は少ないと

評価できるのか（都計構想 p208)

理由：「「2.3.2.4 公害防止及び環境保全」に示

したとおり環境保全のための対策を実施すること

で、周辺居住環境や都市活動に対する適切な配慮

を講じていく計画である。また、現在策定中の新

たな都市計画マスタープランでも、土地利用方針

の方針と合致する見込みとなっている。したがっ

て、周辺の居住環境や都市活動への影響は少ない

と評価できる。」とありますが、環境保全のため

の対策を実施する、策定中の都市計画マスタープ

ランで土地利用方針と合致する見込みは、いずれ

も見込みであり、配慮書への意見でも多くの問題

点を指摘しており、具体的な環境保全対策とは言

えません。また都市計画マスタープランに合致す

る見込みでは、確実性がありません。

今後作成する都市計画の概略の案や

それ以降の手続きにおいて、現在策定

中の第三次尾張旭市都市計画マスター

プランの内容を記載するとともに、方

法書以降の環境影響評価の結果を踏ま

え具体的な環境保全対策を検討してま

いります。

22 ＊p209 近接する居住地区・公益施設への影響は少

ないと評価できるのか（都計構想 p209)

理由：「環境保全のための対策を実施することで

居住地区・公益施設の環境に対する適切な配慮を

講じていく計画」と言いながら、ごみ処理施設の

自主規制値さえも定めてない現状でこのような楽

煙突排ガスについては、法規制値や

既存の自主規制値を踏まえ、今年度策

定する「ごみ処理施設整備基本計画」

において検討を行っています。方法書

において、計画施設の自主規制値をお

示しする予定です。



11

表 ３(10) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

22 （続き）観的な評価はできません。 （続き）また、その他の具体的な環境

保全対策についても、方法書以降の環

境影響評価の結果を踏まえ検討してま

いります。

23 ＊周辺交通への影響はないのか（都計構想 p209)

理由：「同規模の進入路、待避所を確保すること

ができると考えられるため、周辺交通への影響の

違いはないといえる。」p209 とありますが、進入

路、待避所の検討はなく、そもそも、ごみ運搬車

両数、工事車両数、などの概要はなく、配慮書で

もごみ処理施設からの大気汚染、景観を検討して

いるだけです。このように「確保することができ

る」と断定はできません。敷地内緑地の確保のよ

うに「配置イメージにおいては、敷地内緑地の配

置検討は行われていないため、今後、可能な限り

緑地を配置できるように検討する。」p241 のよう

に、正直に記載してください。

同規模の進入路、待避所を確保する

ことができると考えられるため、周辺

交通への影響の違いはないと判断して

います。また、搬入車両台数等につい

ては、今年度策定する「ごみ処理施設

整備基本計画」において検討を行って

おり、今後、施設計画の詳細検討に当

たって、施設周辺の道路等へ車両が場

外待機することのないよう計画してま

いります。

なお、準備書以降において、ごみ運

搬車両台数及び工事用車両台数を明ら

かにし、環境影響の予測・評価を行い

ます。

24 ＊予測条件は更なる削減実行を（都計構想 p213、

配慮書 p5-8）

理由：大気の予測条件が、ばいじん 0.04g/m3N、

NOx 150ppm、ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N とな

っていますが、既存施設の自主規制値 p17 と異な

ります。ばいじん 0.05g/m3N、NOx 150ppm、ダイ

オキシン類 1ng-TEQ/m3N となっています。この理

由は、計画施設の法規制値が 0.04g/m3N、ダイオ

キシン類 0.1ng-TEQ/m3N なので、しょうが無く予

測条件を下げただけです。

NOｘだけは自主規制値の 150ppm としただけで

すが、実績とから見て、現状と同じ排ガス処理施

設でも、ばいじんは 0.002 未満、NOX は 120ppm、

ダイオキシン類は 0.05ng-TEQ/m3N で十分遵守で

きる値です。「今後検討を行い、項目の精査と併

せて既存施設と同等又はさらに削減した値を自主

規制値とする計画である。」を現実に実施してく

ださい。少なくとも、現自主規制値以下とすべき

ではないでしょうか。

構想段階評価書では、過小評価とな

ることのないよう、現在想定される最

大の排出濃度で予測を行いました。

法規制値や既存の自主規制値を踏ま

え、今年度策定する「ごみ処理施設整

備基本計画」において検討を行ってい

ます。

方法書において、計画施設の自主規

制値をお示しする予定です。

25 大気予測は地形・気象を考慮して（都計構想

p221、配慮書 p5-10)

理由：「方法書以降の手続きにおいて、気象の現

地調査の実施や計画施設の計画諸元について十分

検討したデータに基づいた予測を行う。」p221 と

あることを確実に実行してください。

この地域は計画地に隣接する矢田川を中心に、

北側が平均標高 60m で、南側が約 10m 高くなり平

均標高 70m と地形が大きく変更し、風向・風速も

変化します。現地気象調査をそうした観点で行

い、必要な大気予測方法を定めてください。とて

も簡易なプルーム・パフモデルでは対応できない

と思われます。

ちなみに、岡崎西尾地区ごみ処理施設（2024 年）

の準備書では、供用時のばい煙予測はプルーム中

心軸の補正を行っています。

事業実施想定区域の標高が約 70m、

煙突高さ 59m を計画しており、さらに

有効煙突高（吐出速度や排ガス温度に

よる上昇）もあるため、煙突排ガスが

拡散する高さにおいては地形による著

しい影響は想定されないものと考えて

いますが、今後、現地での地上気象調

査・上層気象調査により現況を把握し

たうえで、予測を行ってまいります。
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表 ３(11) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

25 （続き） （続き）

26 ＊バックグラウンドと同程度？（都計構想 p222、

配慮書 p5-11）

理由：「ばい煙の排出による大気質への影響の予測

結果は（略）最大着地濃度地点における将来濃度

は、バックグラウンド濃度と同程度になると予測

される。」p222 とありますが、年平均値が NO2 は

0.007 が 0.083ppm と、1.186 倍、SPM は 0.012 が

0.0123mg/m3 と 1.025 倍にもなるのに、同程度に

なると評価するのは極端です。

また、「将来濃度は、いずれの対象計画案におい

ても同様の値となり、」p5-11 の評価結果と表現が

異なるのは納得できるものではありません。

将来濃度とバックグラウンド濃度の

差は、大気汚染測定局で観測される一

般的な濃度変化の範囲内に収まるよう

な微小な変化となっており、有意差や

実質的な環境変化として捉えるには小

さく、将来濃度はバックグラウンド濃

度と「同程度」と見なすことができる

と考えます。

p222 における「将来濃度は、いず

れの対象計画案においても同様の値と

なり、」の記載については、複数案で

の将来濃度の違いについて、p221 の

予測結果の「A 案（敷地中央配置）、B

案（敷地東側配置）ともに同等の値と

なり、施設配置の複数案による違いは

ない。」をより簡潔に記載したもので

す。

27 ＊環境基準を下回るから重大な影響が生じないと

言えるのか（都計構想 p222、配慮書 p5-11）

理由：「将来濃度は、いずれの対象計画案において

も同様の値となり、すべての項目において環境基

準を下回っていることから、重大な影響が生じる

ことはないと評価する。」p222 とありますが、こ

れでは環境基準までは上回ってもいいという考え

に落ちいります。さらにそれ以上の環境を求める

のが本来の環境影響評価の趣旨です。

配慮書において環境影響の重大性に

ついて検討していることから、構想段

階評価書についてもこのような評価と

しています。

準備書以降において、具体的な環境

保全対策を明らかにし、基準等との整

合のほか、環境基準以下の場合でも、

環境影響が事業者の実行可能な範囲内

でできる限り回避・低減が図られてい

るかについて評価を行います。

28 ＊眺望景観で予測に既存施設が残っているのはお

かしい（都計構想 p235、配慮書 p5-8 など）

理由：眺望景観の予測で、景観 3 本地ケ原東公園

で、現況の眺望状況で既存施設があるが、A 案

（敷地中央配置）p235 では、計画施設と既存施設

が２本並んでいる。B 案（敷地東側配置）p236 で

も同様に２本見える。 計画施設ができてから、し

ばらくは既存施設と並行して稼働することはあっ

ても、基本的には解体し緑地化などとするはずで

す。その時の完全な姿を予測すべきです。それと

も、既存施設は永久にそのまま残しておくのでし

ょうか。いずれにしても既存施設の解体時期は明

記しておいてください。

以下、景観４矢田川河川緑地西 p237,238。景観

１東中学校前 p231,232、景観２矢田川河川緑地東

現時点で、既存施設の解体時期は未

定となっています。このため、影響が

最も大きくなる場合として既存施設と

計画施設の両方が存在する条件で予測

を行っています。
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表 ３(12) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

28 （続き）p233,234 ではわかりにくいが多分同じこ

とです。

（続き）

29 ＊仰角の予測結果は正しいのか（都計構想 p239、配

慮書 p5-28）

理由：景観予測で仰角を計算しているがその結果

p238 が、計算式通りに行っても出てこない。仰角の

計算式 p228 は

仰角°＝tan-1（（対象物高(m) － 眺望点高（m））

/ 水平距離(m)）×180/π

π：円周率

注）眺望点高については、視点の高さ(1.5m)と

した。

であり、tan-1 があるだ

けなので、素直にそれを

エクセルに組み込んで

右表で計算したが、いず

れも仰角が小さめに計

算してあるようです。全

面的な再検討をお願い

します。

名古屋高速道路公社は 2024 年 6 月 21 日に「名古

屋高速道路公社で進めている都心アクセス関連事

業（新洲先地区、黄金地区、栄・丸田町地区） で

は、事業説明会等で説明した騒音予測結果に誤りが

ありましたので予測結果及び環境保全対策の一部

を訂正させていただきます。今回の事案について、

再発防止の徹底に努めてまいります。」と記者発表

しています。その内容は、「再予測の結果は、新洲先

地区では最大 7dB、黄金地区では最大 5dB、栄・丸

田地区では最大 3dB 増加しますが、いずれの地区に

おいても必要な環境保全対策を講じることで環境

基準を満足しています。」というひどい間違いで、

仰角の計算結果は正しいことを再確

認しました。

例として、A 案の「景観 1 東中学校

前」の計算過程を下記に示します。

【条件】

眺望点高=1.5m、対象物高=59m、

水平距離=806m

【計算式】

仰角=tan-1（(対象物高-眺望点高)/

水平距離)×180/π

=tan-1（(59-1.5)/806)×180/π

=tan-1（0.0713)×180/π

=4.081

≒4.1

なお、お示しいただいた表中の計算結

果は、眺望点高 1.5m が考慮されていな

いため、仰角がやや大きく計算された

と考えられます。
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表 ３(13) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

29 （続き）遮音壁の追加まで必要な事態でした。名

古屋高速道路公社の騒音予測業務再発防止検討会

（2024 年 9 月 1 日）では、①計算プログラムブラ

ックボックスの可視化として、「入力データ、計算

過程、出力データの関係性及び受注者の照査状況

が分かる資料の提出について、設計図書（特記仕

様書）に記載し、公告段階からの条件として明示

する」と定めています。②各プロセスにおける照

査・審査の強化、③適正な工程管理と照査・審査

期間の確保、④職員の能力向上等とし「今後の騒

音予測業務並びに予測計算・解析等を要するその

他の業務委託にも適用し、再発防止の徹底を図

る。」としています。

こうしたことのないように、審査事務局も含め

十分な確認を行なってください。

（続き）

30 ＊景観は構想段階の役割を果たしたのか（都計構

想 p240、配慮書 p6-1）

理由：景観の評価結果を見ても、結論がわかりま

せん。景観は「予測地点から計画施設を望む仰角

は、景観 4 では A 案、景観 2 及び景観 3 では B 案

のほうが大きく、景観 1 ではほぼ同等となってい

る。また、すべての地点において圧迫感を受ける

目安である 10 度（表 5.2.16 参照）を下回ってい

る。」p240 とあるだけでは何のための構想段階の

予測なのかがわかりません。

構想段階で A 案、B 案と検討した以上、それぞ

れの差があるとしても、総合的に見てどちらがい

いのかを選択すべきです。それが判断できるのは

「景観 4 では A 案、景観 2 及び景観 3 では B 案の

ほうが大きく」ですが、景観 4 は 2,3 より A 案が

大きい（影響が大）というだけです。だからと言

って、A 案を選ぶとはいっていません。方法書で

はどちらの案を、どんな基準で選ぶのでしょう

か。これでは構想段階の評価の意味がないのでは

ないですか。

本構想段階評価書の景観において

は、A 案と B 案で影響に差異があるも

のの、いずれも重大な影響はないとい

う結論です。

構想段階評価書の検討ではいずれの

案を選定した場合でも重大な影響はな

いことが確認されましたので、どちら

の案を選定するかについては、技術面

や施設運営等の観点からの検討も踏ま

えて選定してまいります。

31 ＊主変交通の影響は、ごみ取集運搬車の把握を

（都計構想 p241）

理由：評価の方法が「周辺アクセス道路の整備状

況などを評価する。」p241 とありますが、周辺ア

クセス道路の整備状況の前に、ごみ収集運搬車の

把握が必要です。また、工事車両が何台、どの時

期に集中するかも把握する必要があります。

ごみ収集車等の関係車両や工事用車

両の台数については、準備書以降に記

載し、環境影響の予測・評価を行いま

す。また、周辺の渋滞への影響につい

ても予測・評価を行うことを検討して

います。

32 ＊敷地内緑地の確保（都計構想 p241）

理由：良好な都市環境の保全（敷地内緑地の確

保）の評価方法として「敷地内緑地の配置の違い

を比較評価する。」の評価結果は「配置イメージに

おいては、敷地内緑化の配置検討は行われていな

いため、今後、可能な限り緑地を配置できるよう

に検討する。」p241 とありますが、配置検討は行

われていないと認め、今後検討するというだけ

で、構想段階の評価はできないはずですが「施設

配置の違いによる緑地への影響は少なく」と無理

にこじつけるのでは市民の共感は得られません。

いずれの案を選定した場合でも可能

な限りの緑地を確保すること、A 案と

B 案のいずれの配置案においても、緑

地確保の支障となるような要素は少な

いことから、記載のとおりとしていま

す。
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表 ３(14) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

33 ＊事業コストの適正は検討したのか（都計構想

p242）

理由：「いずれの対象計画案も、ごみ処理施設を整

備する計画であり、施設建設費用は基本的には変

わらない。」p242 とありますが、設定した複数案

p23 の図が正しいとすれば、同規模の焼却炉は変

わらないとしても、平面図が異なります。A 案は

計量棟が２棟、B 案は 1 棟。A 案は経費の掛かる鉄

塔の移設と新設が必要で、工事費用は上回るはず

です。「施設建設費用は基本的には変わらない」

p242 という一言では済みません。

なお、事業コストの適正の言葉からは、道路の

ように、その事業による経済効果 B を、その事業

にかかる経費 C で割り算し、Ｂ／Ｃが 1.0 未満な

ら不必要とすることを想定しますが、このごみ処

理施設整備事業がどれだけ費用がかかり、その事

業効果はどれぐらいかは算定しないのですか。

事業コストにつきましては、計画の

早期段階であるために詳細な算定が現

段階では困難ですが、以下の考えから

総工費としては基本的に変わらないも

のと判断しています。

計量棟については、現時点で想定さ

れる配置・棟数として複数案を設定し

ていますが、詳細は車両動線等も踏ま

え今後検討する予定であり、費用に大

きな差はないものとしております。

A 案の鉄塔移設は御指摘のとおり費

用が掛かりますが、B 案は使える用地

が狭く、工期の長期化等による建設費

増が見込まれます。

費用対効果の算定につきましては、

現時点では実施していませんが、建設

が始まる直前の年度に実施する予定と

しています。

34 ＊事業期間長期化リスクは既存施設撤去を考えれ

ばいいのか（都計構想 p242）

理由：「計画施設の建設予定場所の現況は主に管理

棟、駐車場等となっており、既存施設撤去による

事業期間長期化リスクはない。」p242 とあります

が、「設定した複数案」p23 によれば、建設予定場

所の現況は空き地になっており、せいぜい駐車場

等となっていることは理解できますが、p29 の管

理棟の撤去はありません。この正しい図を表示し

て、評価が正しいかどうかを判断できるようにし

てください。

また、事業期間長期化リスクとして、地元に苦

情・反対運動はあるのか、それへの対応はどうし

ているのかなどのもっと重要なことを追記してく

ださい。

御認識のとおりです。

p23 の図には、建設予定場所の現況

や、撤去が必要となる既存建物は示し

ていません。これらについては、p11

の「図 2.3.2 既存施設の設備配置」

や p120 の「図 3.2.2(3) 空中写真

（対象事業実施想定区域とその近傍：

拡大図）」を御参照ください。

なお、「ごみ処理施設整備基本構想

（案）」に対するパブリックコメント

の結果について事業反対の意見はな

く、事業期間長期化リスクとなるよう

な苦情・反対運動は現時点でございま

せん。



16

表 ３(15) 都市計画の構想段階評価書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解

第６章 総合評価

35 ＊総合評価は観念的（都計構想 p243）

① 周辺交通への影響について「廃棄物運搬車両

の交通は、敷地内の進入路、待避所で処理できる

ことから周辺交通への影響は少ないと考えられ

る。」p243 と観念的な判断ですが、搬出入車両

数、進入路・待避所の位置などは示し判断してく

ださい。

② 大気質について「環境基準を下回っているこ

とから、重大な影響が生じない」p243 としていま

すが環境の良好な状態の保持という評価項目の目

的からもはずれていますし、環境基準を下回って

いるところでは、環境基準までは上回ってもいい

という考えに落ちいります。さらにそれ以上の環

境を求めるのが本来の環境影響評価の趣旨です。

③ 景観予測の仰角について「仰角は、全ての地

点において圧迫感を受ける目安である 10 度を下回

っている。（略）重大な影響が生じることはな

い。」としていますが、仰角の予測計算そのものに

疑問があります。確認してください。

⑤ 敷地内緑地の確保について「配置イメージに

おいては、敷地内緑化の配置検討は行われていな

いため、今後、可能な限り緑地を配置できるよう

に検討する。」p241 と今後検討することを前提に

して問題なしとするのでは総合評価と言えませ

ん。少なくとも、今後の課題として表現してくだ

さい。

⑥ 事業コストの適正について「事業コストは適

正と考えられる。」p243 と事業コストを算出した

結果を評価したように勘違いさせるが、実は算出

していません。複数案について素直に算出すれ

ば、A 案は鉄塔の更新で大きな費用がいるはずで

す。

⑦ 事業期間長期化リスクについて「事業期間長

期化リスクはないと考えられる。」p243 と事業期

間長期化リスクを様々な観点から評価したように

勘違いさせるが、既存施設撤去しか検討していな

いが、地元の苦情・反対運動さえ調べていませ

ん。

①搬出入車両数、進入路・待避所の位

置などは、準備書以降において記載し

ます。

②配慮書においては、環境影響の重大

性において検討することとされている

ことから記載の評価としています。

準備書以降において、具体的な環境保

全対策を明らかにし基準等との整合の

ほか、環境影響が事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避・低減が図ら

れているかについても評価を行いま

す。

③仰角の計算結果は正しいことを再確

認しました。意見番号 29 を御参照く

ださい。

⑤いずれの案を選定した場合でも可能

な限りの緑地を確保すること、A 案と

B 案のいずれの配置案においても、緑

地確保の支障となるような要素は少な

いことから記載のとおりとしていま

す。

⑥事業コストにつきましては、計画の

早期段階であるために詳細な算定が現

段階では困難ですが、いずれの案も総

工費としては基本的に変わらないもの

と判断しています。意見番号 33 を御

参照ください。

⑦事業期間長期化リスクとなるような

苦情・反対運動は現時点でございませ

ん。意見番号 34 を御参照ください。


